
学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険 

その他任意保険について 

本学学生は大学負担により、学生教育研究傷害保険（略称「学研災」）および学研災付帯賠償

責任保険（略称「付帯賠責」）に全員が加入します。加入手続きは、大学にて済ませていますので、

改めて手続きをしていただく必要はありません。 

ほかに任意保険として「学研災付帯学生生活総合保険」「学生総合保障制度」のパンフレットを掲載

しています。加入は任意ですので各自内容を確認のうえ、必要に応じて直接、保険会社へ申込み手続

きを行ってください。なお、申込〆切日を過ぎても加入できます。 

 

 【保険の概要】 

学研災（傷害保険）・・・学生本人のケガに対する補償 

死亡保険金額最高１，２００万円＋通学中等危険担保特約 

[補償対象者] 全学部 

※本学での教育活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって身体に障害（怪我）を被っ

た場合に対象となります。 

※病気についての補償はありません。 

付帯賠責「学研賠」・・・学生が他人にケガをさせた、他人の者を壊すなど法律上の損害賠償責任

を負った場合に対する補償  

 [補償対象者] 教育学部、人文学部、経済情報学部 

 ※補償範囲活動以外での通学中や日常生活においての賠償責任には適用されません。 

付帯賠責「医学賠」・・・学生が他人にケガをさせた、他人の者を壊すなど法律上の損害賠償責任

を負った場合に対する補償 

 [補償対象者] 看護学部 

 ※補償範囲活動以外での通学中や日常生活においての賠償責任には適用されません。 

 

＊任意保険 

「学研災付帯学生生活総合保険」 

「学生総合保障制度」           ・・・学生本人の病気、ケガの両方について補償 

詳細はパンフレットを参照してください。  

     

 
お問い合わせ先 

 【人文学部・経済情報学部】                 【教育学部・看護学部】 

   岐阜キャンパス保健室 058-278-0724         羽島キャンパス保健室 058-279-6257  

             hokeng@shotoku.ac.jp                hokenh@shotoku.ac.jp        

mailto:hokeng@shotoku.ac.jp
mailto:hokenh@shotoku.ac.jp
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入学予定者・保護者の皆様へ
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